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192 日本の戦後変革

日本の再出発
同じ敗戦国ドイツが米･英･仏･ソの４カ国に分割占領され、直接軍政下に置かれたことと比較して、日本は、事実上アメリ

カ軍の単独占領下におかれ、しかも日本政府を通じて占領政策をすすめる【1: 】方式がとられたことは、特筆

すべきことである。但し、沖縄、小笠原にはアメリカ軍の軍政がしかれた。

１）【2: 】（GHQ）の指令の下で軍国主義の一掃・女性解放・農地改革・教育改革など徹底した民主的改革が

断行された。

２）占領軍は日本の非軍事化と民主化をすすめ、1946年には主権在民・象徴天皇制・戦争放棄をうたった【3: 】

が制定された。施行は1947。今も世界最高水準の民主的憲法。成立プロセスの研究は非常に重要。後掲。

３）1946年から48年まで【4: 】（＝東京裁判）が開始され、戦争指導者、戦争犯罪人が裁かれた。

A級戦犯（A項目戦犯、平和に対する罪） 被告28名中、絞首刑７、終身刑16、禁固刑２、病死・廃疾３

東条英機元首相ら７名が死刑判決を受けた。

絞首刑執行は1948年、終身刑の者が釈放されたのは1956年。

BC級戦犯 B項目（通例の戦争犯罪）・C項目（人道に対する罪）の戦犯は、横浜、マニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁

かれ、死刑判決を受けた者は約1000人。

戦後の二大国際軍事裁判は日本の極東国際軍事裁判とドイツのニュルンベルク国際軍事裁判と（№191参照）であるが、

両者とも、国際連合またはその機関、もしくは公平な第三者的国際機関が行ったものではなく、戦勝国が行ったものであ

る！なお、連合国側の戦争犯罪はこの対象外。このような方法が適切であったか、今も論じられている。

《参考》 TBS制作ドラマ『私は貝になりたい』のシナリオが史実に忠実だとすると、通訳は不十分、判事・検事は旧日本軍の

実態をよく知らず、適用される軍法は英米のものという酷いものだった。 戦犯容疑者を収容した広大な「巣鴨プリズン」跡地

には「池袋サンシャインシティービル」がそびえ、その直下の細長い小公園には絞首台があったとされる位置に御影石の碑が

建立されている。

４）五大財閥を解散させる【5: 】(1946)、農民の大半を自作農にする【6: 】(1946)を断行した。大土地

所有者の土地を耕作農民に大規模に実際に分配した例はフランス革命期に亡命貴族の土地を農民に与えたこと、ロシア革

命と中華人民共和国の土地政策と、そして【6】だけであろう。

世界史の中の日本国憲法
１）1945年８月、【7: 】受諾とともに鈴木貫太郎内閣は総辞職し、皇族の東久邇宮稔彦 ひがしくにのみやなるひこ が

組閣した。国際社会の総意ともいうべきポツダム宣言は、わが国における民主主義の確立を求めている。この文書を受諾

しているにもかかわらず、彼には天皇主権の【8: 】を変えようという意思はなく、それどころか「一億

総懺悔 いちおくそうざんげ 」「国体護持」を主張して占領政策と対立した。1945年10月に、GHQが治安維持法や特別高等警察

の廃止、【9: 】の即時釈放を指令すると、その実行をためらい、総辞職した。

２）協調外交時代の外交官で英･米にもよく知られた幣原喜重郎 しではらきじゅろう が組閣した。同じ10月にマッカサーは幣原に

対し、「【10: 】の自由主義化」をはじめとする五大改革を口頭で指示した。これに基づき、同月、憲法問題調査委員

会が設置された。この時期、長い思想弾圧の鉄鎖から解き放たれた研究者や政党が新憲法の草案を多数作成して公表した。

12月には憲法研究者の自主的な学会である憲法研究会は実権のない天皇を戴く【11: 】の立場をとる「憲法

草案要綱」を公表した。同会は、学術研究の粋を示すというより、国民の大半が納得できる憲法はどうあるべきか、とい

う立場で立案したとされ、この案は、無数に発表された草案の中庸にあたるもので、GHQも注目していた。ところが幣原内

閣は、これら多数の民間草案を全く参考にせず、国民には秘密のうちに憲法改正案を作っていた。それは自由民権運動の

高揚の中、1880年代初めに公表された40を越える【12: 】しぎけんぽう（民間草案）を全て無視し、外国の憲法を

模範に夏島にこもって大日本帝国憲法を作成した明治政府の動きと酷似している。

３）憲法問題調査委員会は「憲法改正要綱」をGHQに提出する準備をしていたが、それより先に、1946年２月１日に毎日新聞が

スクープした。スクープされたものは、「憲法改正要綱」とは若干異なるが、ほぼ同じものである（スクープ後に、実際に、

「憲法改正要綱」は提出された）。内容は「天皇は神聖にして」を「天皇は至尊にして」と言い換えるなど、表現上の配慮

と立憲主義的変更を加えて天皇の大権事項を削減し、基本的人権を若干拡充しただけで、少なくとも、憲法学的には、大

日本帝国憲法と同じものと見なされるものだった。GHQがこのようなものを認めるはずがないのだが、日本政府は、大正デ

モクラシーの状態に戻せば充分だと考えており、それは当時の国際常識、国民意識からかけ離れていた。国内メディアも

その不見識を盛んに批判した。マッカーサーは激怒して、彼らにはポツダム宣言に沿った憲法を作る意思もなければ能力

もないと言ったとされる。GHQも記事の内容と世論の動向を分析検討した結果、日本政府による自主的な憲法改正作業に見

切りをつけ、独自の草案作成に踏み切ることとした。なお、この決定の背後には、日本の民主化がなかなか進まないこと

について、アメリカ本国でのマッカーサー批判が強まっていたこと。GHQの権限を大幅に制限する極東委員会の活動開始が、

同年2月26日に迫っていたこともあった。

４）1946年2月3日、マッカーサーは憲法改正の必須要件（「マッカーサー三原則」）をホイットニーGHQ民政局長に示して憲法改

正案の作成を指示した。翌日からGHQ【13: 】内で作業が開始され、彼らは憲法改正草案を同年2月12日に完成させ、

マッカーサーの承認を得た。この憲法改正草案がいわゆる「マッカーサー草案」（GHQ草案）である。僅か９日間で作業を

完成できた背景には、【14: 】の「憲法草案要綱」をベースにしたからであるとされる。また、家族生活に

おける男女の平等を規定した現行第24条は、日本育ちのアメリカ人、ベアテ=シロタが起草したことが後年明らかになった。

たしかに、家族制度に縛られた戦前の日本の女性の実態を見た者でないと書けない条文である。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力に
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より、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律

は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

５）1946年2月13日、先に提出した「憲法改正要綱」に対する回答を聴くためGHQを訪れた松本国務大臣と吉田茂外務大臣は、

何の予告もなくホイットニーから「マッカーサー草案」を手交された。この際、松本らはホイットニーから次のように申

し渡された。日本政府の「憲法改正要綱」はGHQにとって承認できない。ここに提示した草案（「マッカーサー草案」）は米

本国・連合国・極東委員会において承認されている。日本政府の「憲法改正要綱」のままでは【15: 】の地位を保障

することが難しい。ここに提示した草案の如き改正案の作成を日本政府に命じるものではないが、これと基本原則を一に

する改正案を速やかに作成し、提示することを切望する。これが、いわゆる「憲法が押しつけられた瞬間」である。

突然の事態に衝撃を受けた松本らは、細部は省略するが、同年2月22日の閣議において「マッカーサー草案」の事実上の受

け入れを決定し、同年2月26日の閣議において「マッカーサー草案」に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。

６）1946年2月26日、松本国務大臣は、「マッカーサー草案」に沿った憲法改正草案の作成を開始した。細部は省略するが、同

年3月6日、日本政府は「憲法改正草案要綱」を発表し、マッカーサーはただちにこれを承認した。その後、この憲法改正

草案はひらがな口語体にあらためられて昭和天皇から枢密院 すうみついん に諮詢 しじゅん され、一部修正の後に可決されて

【16: 】に提出され、衆議院・貴族院においてそれぞれ部分的に修正されて、同年10月7日に可決した。貴族院

は既に新しい選挙法で選出され、現在の【17: 】にあたるものである。

最大の修正箇所は、「【18: 】は国民にある」という条文が、どこにもなく、これを書き加えたことだった。修正を求

める議会勢力は、QHQより上位に立つ【19: 】に訴え、その命令で書き込まれた。すでに全体がほぼ固まっ

た段階だったので、まず、前文に１カ所、いかにも英文的な挿入節の手法で、次の通り書き加えられた。

････政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存する

ことを宣言し、この憲法を確定する。････

あと１カ所は、第１条の「日本国民」にかかる修飾節として、次の通り書き加えられた。

第１条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意

に基く。

したがって、日本国憲法には 「第１章 第１条 日本国の主権は国民にある。」という条文は存在しない。もし、改正す

るなら、この条文を独立して加えるのは当然である。

また、現行第17条も帝国議会による修正で書き加えられ、これに基づいて後に国家賠償法が制定された。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体

に、その賠償を求めることができる。

同年10月12日、「修正帝国憲法改正案」は枢密院に諮詢され、10月29日に可決。同日、昭和天皇は憲法改正を裁可した。そ

して、同年11月３日、「日本国憲法」は公布され、翌1947年５月３日に施行された。なんと、日本国憲法は明らかに新憲法

の制定であるにもかかわらず、大日本帝国憲法の改正手続きをすべて踏んで制定された。

７）議会審議は実質３カ月程度と短く、日本国憲法は急造憲法としての若干の瑕疵を免れることはできない。成立後早い時期

から指摘され、将来改正するならまずここからとされてるのは次の２点である。

最高裁判所の裁判官の人選が【20: 】に任されていること。長官以外は任命までできる（長官は天皇が任命）。

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる

裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 以下割愛

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 以下割愛

欧米では裁判官は広く法曹界から様々な方法で選ばれ、行政権を担う内閣が人選を行う例はほとんどない。

次に、第92条の「【21: 】の本旨」の内容が全く記述されておらず、地方自治体が国政の中で充分に尊重されな

い事態を招く一因となっていること。

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

およそ憲法改正案というなら、まず、以上の２点の改正と国民主権の独立条文を加えることをあげるべきで、これらを記

述しない改正案は、憲法学をまともに学んだことがない人間が作成した不真面目な案であると即断して何の支障もない。

８）占領軍の権力で、明らかに政府（幣原内閣）が全く望んでいない憲法を制定させたのは事実だ。しかし、その憲法は国民

も望んでいないものだったのか？日本人が日本語で書いた草案に基づく憲法を「自主憲法」と呼ぶなら、1946年2月提出の

「憲法改正要綱」がそれにあたる。しかし、先に述べたように、それは天皇主権は維持、大権事項の一部を議会に委譲、

基本的人権の保障を若干厚くするという程度のもので、これは世界史的には、19世紀以前の水準である。そのような憲法

を国民が望むはずがない。もしこれが「日本国憲法」となっていたら、戦後日本の政治運動の歩みは数倍も困難なものに

なり、社会も現代のように自由な社会になっていなかったことは確実である。GHQ民政局の他国の憲法を作る以上、最高の

ものにしようという意図の通り、日本国憲法は世界に冠たる民主憲法である。押しつけられたのは、大日本帝国憲法を理

想とする旧守勢力の政府、押しつけたのは世界と日本の民主世論ということになり、言い方に問題があるかも知れないが、

GHQ占領下にしてはじめて可能な人類史上他に類例を見ない「結果オーライ」だという見方もできる。

９）ドイツでは【22: 】に協力した政治家はすべて政界から追放された。ドイツにはナチ党政府への協力を拒否して下

野していた政治家が多数いて、彼らが政界に復帰してドイツを再建した。もし日本で戦争に協力した政治家をすべて追放

すると、ほぼ日本共産党しか残らないという現実があり、日本では一部の中心的な戦争指導者が戦犯訴追を受けたものの、

大半の旧戦争遂行勢力は政界・官界・財界に残り、身を刻む反省もないまま、敗戦から何も学ぶことなく政党の看板だけ

塗り替えて戦後日本のリーダーシップを取り始めた。このことが、日本国憲法の世界で最も特殊な成り立ちの背景にある。

一方、長年にわたる言論弾圧の憲兵社会に辟易していた圧倒的多数の人々は日本国憲法を歓迎した。私たちの多くは、そ

うした名もなき庶民の末裔なのだ。

《参考》『GHQ草案』・『憲法改正草案要綱』・『憲法改正草案』は国立国会図書館のHpから読むことができる。


